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あなたのくらしに！ 消費生活情報
0地域共生推進課 ☎56-0551

◆愛知県消費生活総合センター ☎052-962-0999
◆長久手市消費生活センター（市役所西庁舎２階 地域共生推進課内） ☎64-6503

少しでも「おかしいな」「怪しいな」と不安になった時は、長久手市消費生活センターまたは
愛知県消費生活総合センターへご相談ください。 専門の相談員が対応します。 詳細はP.9へ。

〈「簡単な作業で稼げる副業」にご注意ください！！〉
育児・家事の合間で稼げる副業の情報を目にして契約を結んでしまったという相談が

消費生活センターに寄せられています。

　インターネットの副業サイトやSNSで知り合った人から「一日数十分
の簡単なスマホ作業で、1万円程度稼げる副業」を紹介され、業者から勧
められた副業のマニュアルを購入した。 しかし、届いたマニュアルを確認
すると「思っていた副業ではなかった」「短時間でできる作業とあったが、
1日数十分で終わるものではない」「マニュアルどおりでは1万円も稼げ
なさそうだ」と不安になり、送られてきたマニュアルを返品したい。

●「ネット上の情報やSNSで知り合った友人から勧められたまま、確認をせず契約を結んでしまった」と聞きます。 副業の内容等
の確認ができないなど、不安がある場合は、契約は慎重に!

●通信販売で副業のマニュアルを購入する場合、クーリングオフ制度はなく、解約・返金は業者の規約に従うことになり、解約・返
金が困難な場合もあります。

●ネット上で副業を知っても、その後、業者からの電話勧誘で契約に至った場合、クーリングオフできることがあります。
●業者からどのような勧誘・説明を受けたかによって、契約の取り消しが検討できる場合があります。
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